
提

出

者

長

妻

昭

平
成
十
五
年
六
月
十
日
提
出

質

問

第

九

九

号

医
薬
品
の
副
作
用
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書
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医
薬
品
の
副
作
用
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一

平
成
一
三
年
度
に
政
府
に
報
告
さ
れ
た
医
薬
品
に
関
す
る
副
作
用
報
告
二
万
六
五
四
五
件
に
関
し
て
、
当
該
患
者
さ
ん
に

対
し
て
、
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
疾
病
等
の
発
生
を
医
師
等
が
告
げ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
は
何
件
あ
る
か
。
調
査
・

お
示
し
頂
き
た
い
。

告
げ
て
い
な
い
理
由
は
。

当
然
、
告
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

二

平
成
一
三
年
度
副
作
用
等
報
告
の
う
ち
、
「
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
死
亡
」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い

る
症
例
の
数
は
、
一
二
三
九
症
例
に
上
る
。
こ
の
症
例
で
死
亡
し
た
患
者
さ
ん
の
遺
族
の
方
に
、
「
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ

る
も
の
と
疑
わ
れ
る
死
亡
」
で
あ
る
と
告
げ
な
か
っ
た
ケ
ー
ス
は
何
件
あ
る
か
。
そ
れ
ぞ
れ
の
症
例
の
詳
細
と
と
も
に
調

査
・
お
示
し
頂
き
た
い
。

告
げ
て
い
な
い
理
由
は
。

当
然
、
告
げ
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
が
、
い
か
が
か
。

三

平
成
一
三
年
度
に
政
府
に
報
告
さ
れ
た
医
薬
品
に
関
す
る
副
作
用
報
告
二
万
六
五
四
五
件
に
関
し
て
、
厚
生
労
働
省
は
、

一



す
べ
て
を
評
価
し
て
い
る
と
す
る
が
、
こ
の
二
万
六
五
四
五
件
の
う
ち
、
副
作
用
で
な
い
と
評
価
さ
れ
た
も
の
は
何
件
あ
る

か
。不

明
の
場
合
は
、
な
ぜ
、
不
明
な
の
か
理
由
は
。

不
明
の
場
合
は
、
い
つ
ま
で
に
は
っ
き
り
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
時
期
は
。

四

副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
死
亡
の
う
ち
、
一
般
用
医
薬
品
に
係
わ
る
死
亡
例
は
こ
れ
ま
で
過
去
、
何
人
あ
る
か
。

ま
た
、
死
者
ご
と
に

�

死
亡
年
月
、

�

年
齢
、

�

性
別
、

�

原
疾
患
、

�

症
状
、

�

被
疑
薬
、

�

副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
死
亡
と
遺
族
に
告
知
し
た
か
否
か
。

二



�

告
知
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
理
由

を
お
示
し
頂
き
た
い
。

五

政
府
が
把
握
し
て
い
る
「
医
薬
品
の
副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
死
亡
」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
症
例
の
う
ち
、

最
新
一
〇
〇
事
例
の
詳
細
を
死
者
ご
と
に
、

�

死
亡
年
月
、

�

年
齢
、

�

性
別
、

�

原
疾
患
、

�

症
状
、

�

被
疑
薬
、

�

副
作
用
に
よ
る
も
の
と
疑
わ
れ
る
死
亡
と
遺
族
に
告
知
し
た
か
否
か
。

�

告
知
し
て
い
な
け
れ
ば
そ
の
理
由

を
お
示
し
頂
き
た
い
。

三



右
質
問
す
る
。

四


